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  方が三刀屋へ行ってみられるとか、そういう動きも出てきていまして、そうした方をボランティアガイ

  ドの方は大体一通り案内をして頂けるような状態になっています。 
  今年も引き続いて養成講座を始めていまして、また来年度には１１名プラス何名かの方にはまた登録を

  していただきたいと思っています。少し研修を重ねて行くという事ですので、またご参加を頂ければと

  思っていますのでよろしくお願いします。（産業振興部） 
 

 

                  １２．［ 雇 用 ・ 労 働 ］                                

 

三刀屋町三刀屋地区 ゴルフ場について 

Ｑ２６９ 

   ゴルフ場の親会社が倒産したと聞いた。現在はどうなっているか。 

Ａ： 大阪の弁護士が破産管財人となって、ゴルフ場として事業を継承してくれる人を探しておられます。

   雲南市としても条件をつけて、環境の面への配慮や、ゴルフ場として継続していただくよう要望して
     おり、現在は入札をして、複数者が手を上げておられるとのことです。（産業振興部） 
 

三刀屋町一宮地区 峯寺遊山荘について 

Ｑ２７０ 

   峯寺遊山荘の来年の取扱いを教えてほしい。 

Ａ：遊山荘の取扱は現状維持で変更ありません。地元の皆さんにもご利用いただきますようお願いします。

  （三刀屋総合Ｃ） 

 

 

                  １３．［ 資 源 ・ エ ネ ル ギ ー ］                                

 該当なし 

 

 

                  １４．［ 情 報 化 ］                                

 

掛合町入間地区 携帯電話不感地域の解消について 

Ｑ２７１ 

   「平成２０年度の市政運営の基本的な考え方」の中で情報通信網の整備の中に携帯電話不感地域の解消

  ということがある。前々から要望しているが、穴見地区は非常に電波の入りが悪く災害時等において色

  々不便であるし不安である。どうにかしてもらえないか。 

Ａ：雲南市内において携帯電話の電波が届かない地域が２４か所あり、掛合町においては穴見地区を含めて

  ４か所不感地域があります。毎年、通信事業者に要望活動を行っていますが世帯数や人口が少なく、業

  者的に採算性がとれない為なかなか取り組んでいただけない状況です。 
  しかし、国の制度も見直しがなされながら業者も参入しやすい状況になりつつあり、大手３社からの問

  い合わせもあったりもするので引き続き要望活動を行いながら２１年度以降についても取り組んでい 
  きますのでご理解頂きたいと思います。（政策企画部） 
 

 

 




